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譲りますが、農地法３条の許可（以下「３条許可」という）を得ずに農地の
貸借ができる等の農地法の特則が定められています。令和５年４月１日以降
は、原則として基盤強化法による農地の貸借は廃止されました。しかし、同
日施行の基盤強化法では、新たに定められた「地域計画」（農業経営基盤の強
化の促進に関する計画）の策定（同法 19 条）、や、従来から引き続いて、農業
の有力な担い手（認定農業者、認定就農者）を認定する制度（同法 12 条、14
条の４）など、農地の利用権設定以外にもさまざまな制度があります。農家
からの相談の際には、このような制度の名称等が出るかもしれませんので、
一度目を通しておくとよいでしょう。

S t e p  U P !

 農地の担い手確保に向けた施策（令和４年改正基盤強化法）
① 農業の担い手確保は喫緊の課題
　世界でも有数の高齢化が進む日本では、担い手の減少や耕作放棄地の
拡大が進んでいる現状があります。
　また、各担い手の経営農地が小さな区画で分散している（分散錯圃）
ため、農地の効率的な利用が困難となっており、この点からも担い手確
保が難しくなっています。
　このような問題に対処するため、令和５年４月に、改正基盤強化法が
施行されました。ここでは、その概要を紹介します。

② 地域計画の策定
　令和４年改正基盤強化法では、各地域の課題を踏まえ、将来（おおむ
ね 10年後）の農地利用の姿について地域で協議し、これを明確化した
設計図を「地域計画」として策定することとなりました。策定までの流
れは以下のとおりです。
（１）市町村は、農業者、農業委員会、農地中間管理機構（農地バン
ク）、農協、土地改良区等による協議の場を設け、将来の農業や農用

３ 知っておきたい農地関連の法律

１農地に対する法規制

　農地法が農地の権利移転や転用等について規制していることは本章１「農
地法とは」や第２章「農地の取引に関する知識」のとおりです。もっとも、
農地に対する規制や農業を活性化させるための措置等は、農地法にのみ定め
られているわけではありません。法３条、18 条といった農地又は採草放牧
地（以下「農地等」という）の賃貸借に対する定めが厳重であり、農地等の
流動化が進まないとの声もあり、また、市民農園など地域住民等がレクリエ
ーションとして農地や農業への関わりをもつケースでは農地法が主に予定し
ている農業生産とは場面が異なるといえます。そこで、農地法にはいくつか
の特別法（バイパス法）や、特別法ではないものの農地に関連する規制を設
けている法律があります。以下に主なものを紹介します。

２農地に関連する法律

ア 農業経営基盤強化促進法

　平成５年に題目改正された法律です。農業が国民経済の発展と国民生活の
安定に寄与するために、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、農業経営の
改善を計画的に進めようとする農業者への農用地の集積、経営管理の合理化
やその他の農業経営基盤の強化を促進するための措置を講じ、農業の健全な
発展に寄与することが目的です（同法１条）。この目的のもとに、農業経営
を積極的に行う者に農地を集約する等が行われています。
　令和５年４月１日に令和４年５月 27 日法律 56 号改正基盤強化法が施行さ
れましたが、その改正前の令和５年３月末まで農地を集約するために広く活
用されてきた制度が「農用地利用集積計画による利用権設定」です。この制
度を利用した農地の貸借の詳細については第２章３「農地の貸借の概要」に
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エ  農地中間管理機構に賃貸借により貸し付けられている農地の 
評価

　農地中間管理機構に貸し付けられている農地の賃貸借（賃貸借期間が 10 年
未満のものを除く）については、上記ウと同様にその農地の自用地としての
価額から、その価額に 100 分の５を乗じて計算した金額を控除した価額によ
って評価します（国税庁「質疑応答事例」より）。

〔石井宏〕

令和時代の都市部農家の資産活用選択肢

（１）これまでの農家の相続対策

　士業が農家から遺言書作成をはじめとした相続の相談を受けるとき、数十
年前であれば、農地の一部を宅地転用し賃貸アパートを建て不動産賃貸業を
行う、という提案は一般的だったかもしれません。
　特に都市部であれば、相続税を試算すると農地（相続税納税猶予制度を利
用しない場合）の評価額は莫大で、現金収入が少ない農業者にとっては到底
納められる金額ではありません。また、高齢になり体力勝負の農業では若い
頃ほどの生産は見込めなくなります。そのため、農地を転用してアパートを
建て、その建設資金の融資を受けることで、負債が増え、農地・アパートと
負債とを合わせると正味の資産価値は下がり、相続税額も低減される、賃料
を一定程度見込むと、融資を返済しつつも生活費は一応賄える、というよう
なプランから農家の資産活用として不動産賃貸業は非常に多く行われてきた
経緯があります。

（２）人口減少時代に入っても先代と同じ相続対策!?

　総務省統計局のデータ1を見ると、日本の人口は、平成 23年に減少に転
じています。昭和 44年に都市計画法が施行され三大都市圏を中心に都市部
（市街化区域）の農地は、集中する人口の受け皿として宅地化されていきま
した。残っている農地は何十年もの間、宅地予備軍としてとらえられていま
した。相続相談にいらっしゃる農家の方々の中には、先代の相続を思い出
し、農地の宅地化、不動産賃貸業への転換も視野に入れているかもしれませ
ん。
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１　総務省統計局ウェブサイト統計 Today No. 9「人口減少社会『元年』は、いつか？」（https://
www.stat.go.jp/info/today/009.html）

C o l u m n

破産財団と農地

　破産管財人に選任されましたが、破産財団の中に農地がありま
した。破産管財人としては、どのような点に注意すればよいでし
ょうか。

　農地も破産財団を構成しますので、破産管財人として管理・処分を
行うこととなります。破産管財人としては、農地の事実上・法律上の
特殊性に留意のうえ、適切な管理・処分を行っていく必要があります。

•破産管財人と農地の管理
•破産管財人と農地の処分

解 説

１ 破産開始決定後の農地の管理・処分権限

　破産手続開始の決定が出て、破産管財人が選任された場合、破産者が開始
決定時点で有する一切の財産により構成される破産財団の管理・処分権限は
破産管財人に専属します（破産法 78 条１項、34 条１項）。
　したがって、農地以外の財産と同様に、農地も破産財団となり、破産管財
人によって管理・処分されることになります。破産管財人は善良な管理者の
注意をもってその職務にあたり、破産財団の維持・増殖に努めなければなり
ません。

P O I N T

２ 農地の管理

　破産管財人が農地を管理するうえで、①耕作中の農地から生じる果実の収
穫・処分、②農地から生じる第三者への損害発生の危険性などの問題が考え
られます。
　まず、①耕作中の農地から生じる果実の収穫・処分に関して、当該果実も
破産財団を構成し、処分権限は破産管財人に専属します（破産法 78 条１項、
34 条１項、民法 89 条１項）。
　しかし、破産管財人が農作業を行うことは事実上不可能ですので、破産者
が自然人の場合は破産者、破産者が法人の場合は法人が農作業のために使用
していた者に適当な対価を支払ったうえで、収穫から出荷までの農作業を行
ってもらう方法での処分を検討すべきでしょう。
　次に、②農地から生じる第三者の損害発生の危険性に関して、破産管財人
が農地の管理に関して善管注意義務を負うことは前述のとおりです。
　したがって、破産管財人は、たとえば、破産財団を構成する農地から害虫
が群生して隣地の所有者等に被害が発生した場合には、隣地の所有者等から
損害賠償請求がなされる可能性もありますので、そのような事態が発生しな
いように除草や消毒等の必要な措置を行わなければなりません。破産管財人
は、前述の措置に必要な経費と処分可能性とを検討したうえで、速やかに農
地の処分や財団からの放棄を検討すべきでしょう。

３ 農地の処分等

　破産管財人は、破産財団の維持・増殖に努めなければなりませんので、農
地を処分して換価しなければなりません。ただし、地域によっては農地の需
要が乏しく、購入希望者がほとんどいないこともしばしばあります。破産管
財人としては、自然人である破産者の親族や法人である破産者で当該農地に
おける農作業に従事していた者、周辺の農地の所有者・耕作者等、買受候補
者をできる限り検討すべきです。そのうえで、買受候補者の見込みがない場

6

Q＆A 6　破産財団と農地 　 　 163162 　 　 Q＆A 6　破産財団と農地



定価4,070円（本体3,700円＋税10％）
 

[093468] 

農地法の基礎(093468)  2024.7 AZIP

～事例に基づくＱ＆Ａ！　だからリアルにイメージできる～
法律相談で活かす　農地法の基礎知識

目次

■宛先
〒107 8560
東京都港区南青山2 11 17
第一法規株式会社
　  FAX.0120 302 640

書店印

この申込書は、ハガキに貼るか、

ください。

取 扱 い

このままFAXで下記宛お送り

キ　リ　ト　リ　線

□公用
□私用

　　　　　 　―　　　　　　　 ―　 　　　　　ＴＥＬ

@E-mail

ご住所

様　 ㊞

〒　　　―　　　　

フリガナ

ご氏名

事務所名

＊弊社宛直接お申し込みいただく場合、一回のご注文でお届け先が一箇所、お買い上げ合計金額5,000円（税込）以上のご注文は、国内配送料サービスといたし
ます。また、お買い上げ合計金額5,000円（税込）未満のご注文については、国内配送料550円（税込）にてお届けいたします。

＊消費税は申込日時の適用税率に依ります。

◎上記のとおり申し込みます。代金については、次に示す方法にて支払います。
　＊現在、弊社とお取引のないお客様につきましては、代金引換にてお支払いをお願い申し上げます。
　（いずれかを    で選択ください。）　　□代金引換により支払います。　　□現品到着後請求書により支払います。

年　　　　月　　　　日

お客様よりお預かりした個人情報は、納品や請求書等の発送・アフターサービス、弊社製品・サービスのご案内などの目的のために利用させていただきます。また、お客様の個人情報は、
弊社ホームページに掲載のプライバシーポリシーに基づき適切に取り扱います。なお、個人情報についての照会、修正・削除・利用停止を希望される場合、その他お問い合わせにつきまし
ては、お問合せフォーム かフリーダイヤルにてご連絡ください。　フリーダイヤル　　TEL.0120 203 696　　FAX.0120 202 974

お客様の個人情報の
取扱いについて

＊代金引換手数料について
　一回あたりのご購入金額
　（商品の税込価格+送料）の合計が

※送料・代引手数料を含む合計金額は、商品のお届け時に配送業者
に現金でお支払いください。その際、クレジットカードはご利用
いただけません。

1万円以下の場合、330円（税込）
3万円以下の場合、440円（税込）
10万円以下の場合、660円（税込）

(https://www.daiichihoki.co.jp/support/contact/contact.php)

部

書　　　　名 価格 部数
申　込　書　〈第一法規刊〉

　１  農地法とは
　　 認定農業者、認定新規就農者とは
　２  農地とは
                   農地台帳について
　３  知っておきたい農地関連の法律
                    農地の担い手確保に向けた施策（令和4年基盤強化法改正）
                    農業委員会、農業委員会ネットワーク機構、農業会議所とは
　４  農地に関する地域の区分等
                    平成30年9月より生産緑地の貸借が可能になりました
                    農道とは、赤道とは

第２章  農地の取引に関する知識
　１  農地の所有権の取得
　２  法人による農地の取得
　３  農地の貸借の概要
　４  農地の賃貸借の特徴・解約制限等
　５  市民農園
　６  農作業受委託契約・ヤミ小作

第３章  農地の転用に関する知識
　１  農地転用とは
                    農地上の看板を設置する際の注意点
　２  違反転用とは

第４章  その他の知識
　１  農地に関する紛争の解決方法

第５章  税務に関する基礎知識
　１  固定資産税
　２  譲渡所得税
　３  特別控除等
　４  相続税
　５  農地等の相続税納税猶予制度
　６  農地等の贈与税納税猶予制度
　７  農地の評価
　８  耕作権の評価
                    令和時代の都市部農家の資産活用選択肢

第１編  基礎知識

はしがき
凡　例 

序  章  はじめに
　 1　農地法と弁護士の関わり、相談準備 
第１章  農地法・農地に関する周辺知識

Step up

Column

Step up

Step up

Step up

Step up

Step up

Step up

　Ｑ＆Ａ１　太陽光発電の農地転用
　Ｑ＆Ａ２　違反転用と妨害排除請求
                  共有者含む所有者不明土地の活用について
　Ｑ＆Ａ３　許可申請協力義務と解除
　Ｑ＆Ａ４　許可申請協力義務と時効
　Ｑ＆Ａ５　農地の賃貸借の解約
　Ｑ＆Ａ６　破産財団と農地
　Ｑ＆Ａ７　農地と賃借権の時効取得
　Ｑ＆Ａ８　固定資産税と地代（小作料）
　　            市街化区域内農地の位置づけ
　Ｑ＆Ａ９　破産と農地の仮登記
　Ｑ＆Ａ10　農家の離婚・家族経営協定
                   家族経営協定とは
　Ｑ＆Ａ11　生産緑地の売却の流れ
                   生産緑地の賃貸借と使用貸借、農地の価値のとらえ方
　Ｑ＆Ａ12　農地法と入会的な農地の相続
　Ｑ＆Ａ13　相続をしない相続人の対応
　　         　  相続財産清算人と農地の国庫帰属
　Ｑ＆Ａ14　相続した自宅の地目が田になっていた場合
　Ｑ＆Ａ15　農業への新規参入・М＆Ａ
　　              農業の第三者承継の際の注意点
　Ｑ＆Ａ16　スポンサーの出資を受けた法人設立による農業参入
　Ｑ＆Ａ17　社会福祉法人の農地取得
　Ｑ＆Ａ18　屋上農園開設の注意点
　Ｑ＆Ａ19　農地上の施設を貸す際の注意点

座談会 

事項索引
判例索引
執筆者一覧 
 

Step up

Step up

Step up

Step up

Column

Column

第2編  Ｑ＆Ａ

譲りますが、農地法３条の許可（以下「３条許可」という）を得ずに農地の
貸借ができる等の農地法の特則が定められています。令和５年４月１日以降
は、原則として基盤強化法による農地の貸借は廃止されました。しかし、同
日施行の基盤強化法では、新たに定められた「地域計画」（農業経営基盤の強
化の促進に関する計画）の策定（同法 19 条）、や、従来から引き続いて、農業
の有力な担い手（認定農業者、認定就農者）を認定する制度（同法 12 条、14
条の４）など、農地の利用権設定以外にもさまざまな制度があります。農家
からの相談の際には、このような制度の名称等が出るかもしれませんので、
一度目を通しておくとよいでしょう。

S t e p  U P !

 農地の担い手確保に向けた施策（令和４年改正基盤強化法）
① 農業の担い手確保は喫緊の課題
　世界でも有数の高齢化が進む日本では、担い手の減少や耕作放棄地の
拡大が進んでいる現状があります。
　また、各担い手の経営農地が小さな区画で分散している（分散錯圃）
ため、農地の効率的な利用が困難となっており、この点からも担い手確
保が難しくなっています。
　このような問題に対処するため、令和５年４月に、改正基盤強化法が
施行されました。ここでは、その概要を紹介します。

② 地域計画の策定
　令和４年改正基盤強化法では、各地域の課題を踏まえ、将来（おおむ
ね 10年後）の農地利用の姿について地域で協議し、これを明確化した
設計図を「地域計画」として策定することとなりました。策定までの流
れは以下のとおりです。
（１）市町村は、農業者、農業委員会、農地中間管理機構（農地バン
ク）、農協、土地改良区等による協議の場を設け、将来の農業や農用

３ 知っておきたい農地関連の法律

１農地に対する法規制

　農地法が農地の権利移転や転用等について規制していることは本章１「農
地法とは」や第２章「農地の取引に関する知識」のとおりです。もっとも、
農地に対する規制や農業を活性化させるための措置等は、農地法にのみ定め
られているわけではありません。法３条、18 条といった農地又は採草放牧
地（以下「農地等」という）の賃貸借に対する定めが厳重であり、農地等の
流動化が進まないとの声もあり、また、市民農園など地域住民等がレクリエ
ーションとして農地や農業への関わりをもつケースでは農地法が主に予定し
ている農業生産とは場面が異なるといえます。そこで、農地法にはいくつか
の特別法（バイパス法）や、特別法ではないものの農地に関連する規制を設
けている法律があります。以下に主なものを紹介します。

２農地に関連する法律

ア 農業経営基盤強化促進法

　平成５年に題目改正された法律です。農業が国民経済の発展と国民生活の
安定に寄与するために、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、農業経営の
改善を計画的に進めようとする農業者への農用地の集積、経営管理の合理化
やその他の農業経営基盤の強化を促進するための措置を講じ、農業の健全な
発展に寄与することが目的です（同法１条）。この目的のもとに、農業経営
を積極的に行う者に農地を集約する等が行われています。
　令和５年４月１日に令和４年５月 27 日法律 56 号改正基盤強化法が施行さ
れましたが、その改正前の令和５年３月末まで農地を集約するために広く活
用されてきた制度が「農用地利用集積計画による利用権設定」です。この制
度を利用した農地の貸借の詳細については第２章３「農地の貸借の概要」に
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破産財団と農地

　破産管財人に選任されましたが、破産財団の中に農地がありま
した。破産管財人としては、どのような点に注意すればよいでし
ょうか。

　農地も破産財団を構成しますので、破産管財人として管理・処分を
行うこととなります。破産管財人としては、農地の事実上・法律上の
特殊性に留意のうえ、適切な管理・処分を行っていく必要があります。

•破産管財人と農地の管理
•破産管財人と農地の処分

解 説

１ 破産開始決定後の農地の管理・処分権限

　破産手続開始の決定が出て、破産管財人が選任された場合、破産者が開始
決定時点で有する一切の財産により構成される破産財団の管理・処分権限は
破産管財人に専属します（破産法 78 条１項、34 条１項）。
　したがって、農地以外の財産と同様に、農地も破産財団となり、破産管財
人によって管理・処分されることになります。破産管財人は善良な管理者の
注意をもってその職務にあたり、破産財団の維持・増殖に努めなければなり
ません。

P O I N T

２ 農地の管理

　破産管財人が農地を管理するうえで、①耕作中の農地から生じる果実の収
穫・処分、②農地から生じる第三者への損害発生の危険性などの問題が考え
られます。
　まず、①耕作中の農地から生じる果実の収穫・処分に関して、当該果実も
破産財団を構成し、処分権限は破産管財人に専属します（破産法 78 条１項、
34 条１項、民法 89 条１項）。
　しかし、破産管財人が農作業を行うことは事実上不可能ですので、破産者
が自然人の場合は破産者、破産者が法人の場合は法人が農作業のために使用
していた者に適当な対価を支払ったうえで、収穫から出荷までの農作業を行
ってもらう方法での処分を検討すべきでしょう。
　次に、②農地から生じる第三者の損害発生の危険性に関して、破産管財人
が農地の管理に関して善管注意義務を負うことは前述のとおりです。
　したがって、破産管財人は、たとえば、破産財団を構成する農地から害虫
が群生して隣地の所有者等に被害が発生した場合には、隣地の所有者等から
損害賠償請求がなされる可能性もありますので、そのような事態が発生しな
いように除草や消毒等の必要な措置を行わなければなりません。破産管財人
は、前述の措置に必要な経費と処分可能性とを検討したうえで、速やかに農
地の処分や財団からの放棄を検討すべきでしょう。

３ 農地の処分等

　破産管財人は、破産財団の維持・増殖に努めなければなりませんので、農
地を処分して換価しなければなりません。ただし、地域によっては農地の需
要が乏しく、購入希望者がほとんどいないこともしばしばあります。破産管
財人としては、自然人である破産者の親族や法人である破産者で当該農地に
おける農作業に従事していた者、周辺の農地の所有者・耕作者等、買受候補
者をできる限り検討すべきです。そのうえで、買受候補者の見込みがない場
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